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実効性を担保するための法令制度（1/5）
資料３－２

保育・幼児教育分野の継続的な見える化の仕組みについて、新たな法令制度として規定し、その実効性を担保することが必要となる。

現行の法令制度
•事業者は「教育・保育情報」を都道府県知事に報告し、都道府県知事が当該報告内容を公表することを求めている。
（子ども・子育て支援法 第58条）
•ただし、報告、公表が求められる情報は、施設又は事業所単位の情報ではあるものの、財務的な要素は含まれていない。
（子ども・子育て支援法施行規則 第49条、50条）

継続的な見える化の方向性に応じた整備を行う。

法令制度の整備の必要性
•国、地方自治体、事業者の責任と権限
•対象事業者の範囲
•事業者が報告する情報項目
•公表の方法

など

出展:第1回 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議 資料5より該当部分を抜粋して再掲
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実効性を担保するための法令制度（2/5）
資料３－２

≪現行の法令制度≫

出展:第1回 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議 資料5より該当部分を抜粋して再掲
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実効性を担保するための法令制度（3/5）
資料３－２

≪現行の法令制度（前頁からの続き） ≫

出展:第1回 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議 資料5より該当部分を抜粋して再掲
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実効性を担保するための法令制度（4/5）
資料３－２

（参考） 医療・介護分野の状況

出展:厚生労働省HP「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案（令和5年2月10日提出）」より該当部分を抜粋

医療分野 ≪医療法の一部改正（抄）≫

第１０節医療法人に関する情報の調査及び分析等

第69条の２ 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況そ
の他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。

２ 医療法人（厚生労働省令で定める者を除く。）は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び
費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

３ 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を
国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。

４ 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法
人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

５ 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものと
する。

※改正案には、上記のほか、（独）福祉医療機構への業務委託、学術研究又は分析等を行う第三者への医療法人情報の提供等に関する規定が盛り込ま
れている。
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実効性を担保するための法令制度（5/5）
資料３－２

（参考） 医療・介護分野の状況（前頁からの続き）

出展:厚生労働省HP「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案（令和5年2月10日提出）」より該当部分を抜粋

介護分野 ≪介護保険法の一部改正（抄）≫
第１１節介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

第１１５条の４４の２ 都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所
又は施設を有する介護サービス事業者（厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。）の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他
の厚生労働省令で定める事項（次項及び第三項において「介護サービス事業者経営情報」という。）について、調査及び分析を行い、その内容を公表する
よう努めるものとする。

２ 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事
に報告しなければならない。

３ 厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信
ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。

４ 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業
所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めること
ができる。

５ 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものと
する。

６ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、
その報告を行い、又はその報告の内容を是正することを命ずることができる。

７ （略）
８ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療
院の開設者が第六項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設
の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止するこ
とができる。

９ （略）

医療・介護分野での法令制度の整備
国、地方自治体、事業者の責任と権限、対象事業者の範囲、事業者が報告する情報項目や公表の方法等について規定を新設している。


